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４ 欠 席 委 員    ０人 

５ 職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局次長           岡地  聡

議事調査課長          福原  武

議事調査課主幹         坂口 輝之

議事調査課副主幹        石黒 隆司

議事調査課主任         金井 沙織 



６ 協議結果について

（１）反問権（逆質問・反論）の付与について

（提案の趣旨：質問の趣旨を確認することは認められること 

としたが、逆質問や反論についても検討する。）

現状どおりとする。（質問の趣旨の確認のみ認めることと

する。）

（２）分割質問の導入について

（提案の趣旨：現行の一括質問において、市民は何について

答弁をしているのか、わかりづらい。項目ごとに質問と答弁

を行う「分割質問方式」を導入すべきである。）

  継続して協議する。（市民にわかりやすい質問・答弁手

法について、事務局において調査・研究を進め、次回開催

時に改めて協議を行うこととする。）

（３）議会改革検討調査会等における議論の尊重について

（提案の趣旨：例えば、議会改革検討調査会において議論さ

れている件について請願がなされた場合、請願内容が本会議

において採決されてしまい、本調査会の議論そのものが形骸

化するおそれがある。紹介議員制をとっている以上、請願者

にその旨を理解してもらうよう対策すべきである。）

  従来から、富山市議会においては、請願の審査に限ら

ず、個別の案件に対し、議員個々がこれまでの議論のプ

ロセスも十分に尊重した上で、それぞれの立場と良識に

基づいた判断をしてきており、今後も、果たすべき議会

の役割を認識して丁寧に取り組んでいくこととする。 
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７  会議の概要  

座長     ただいまから、議会改革検討調査会を開会

いたします。 

〔傍聴の申込み（１名）について諮る 

…許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

座長     協議に先立ち、調査会記録の署名委員に、

久保委員、竹田委員を指名いたします。 

      これより、本日の協議事項に入ります。 

      協議事項及び提案の趣旨は、お手元に配付

のとおりであります。  

      きょうの協議事項は３件を予定しておりま

す。  

     １番目は「反問権（逆質問・反論）の付与

について」、２番目は「分割質問の導入に

ついて」、３番目は「議会改革検討調査会

等における議論の尊重について」でありま

す。  

     そ れでは、１番目の反問権（逆質問・反

論）の付与について、皆さんの御意見をお

聞きしたいと思います。 

     このことについては、公明党さんのほうか

ら、質問の趣旨を確認することは認められ
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ることとしたが、逆質問や反論についても

検討するということで、協議事項に上げて

いただいたわけですが、公明党さんから何

かございますか。  

佐藤委員   今、座長から読み上げていただいたとおり、

私ども富山市議会では、議会運営に関する

申合せ事項の中に、当局説明員が質問内容

を確認する発言を行う場合は、議長の許可

をもってそれを認めるということになって

おります。これは、全国的な議会の動向等

もしっかりと議論をした上で、また、調査

をしながらということですが、この１年間

の議会の状況を見まして、現実的にはまだ

まだ我が富山市議会においては、時期尚早

かなという思いもございますけれども、あ

くまでも一旦検討をするという意味で、議

題として上げさせていただきました。私の

意見ばかりではなく、忌憚のない意見を伺

った上で、現状での富山市議会のあり方に

反映をしていただければという思いでおり

ます。 

座長     ほかに意見はございませんか。  

村石委員   結論から言うと、現状の議会の中では、現

在の申合せ事項で大きな不都合というか、
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お互いに、議会と当局との間の議論につい

て不十分というようなことは、現状の中で

は考えていないので、結論としては継続し

て議論をすべきだと思います。それと、反

論ということがありますけれども、当局は、

議員の質問に対してどれだけでも反論する

権利はあるわけで、議員の考え方に対して、

違っていますよと、自分たちはこういう考

えですよと、質問に対する反論、考え方や

見解に対する反論は今も認められていると

思います。問題は、この逆質問です。逆質

問の中身をいろいろと見ていくと、例えば

の話、ある資料に基づいて質問をしたとす

る。だけど、当局側からすると、この資料

の見方はこうではないですか、という反論

もできることになる  逆質問ですね、資料

の見方が違っているのではないですかとい

う質問にもなる。そういう意味では、今ま

での議会の答弁を十分に分析して、本当に

こういうことが必要だと、議員みんなが、

会派みんなが思えるようになるまで、継続

して審議したほうがいいというぐあいに思

います。 

座長     反論だけではなく、逆質問もあるわけです。

要するに、現況から言うと市長から質問し

ている議員に、そのことはどこから調べま
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したかとか、そういう逆質問も出てくるわ

けです。少し一緒に思っておられるような

気がしたものですから。 

久保委員   この一般質問の、一括質問一括答弁方式に

関しては、今、議会開始時に、原稿を当局

側に最初に全部出しているような状態です。

そう考えると、それをもって向こうはいろ

いろな調査なり回答を考える中で、当然、

いろいろなやり取りを皆さんとやられてい

ると思いますので、この一括質問一括答弁

方式に関しては、そもそも逆質問や反問と

いうものが出てくるものではないのだろう

なと思っています。ただ、一問一答方式に

関しては、現在の運用の中でも、反問とま

では言わないのですけれども、やり取りの

中で、多少こういったやり取りがあるとい

うふうに考えておりまして、あえてこれを

今、どうしてもルール上に明記しなければ

ならないというふうには思っていませんし、

先日の議会基本条例の研修会のときに講師

の方からもありましたが、当局側の情報の

ほうが圧倒的に多い中で、本会議において、

例えば感情的に議員側への反論をされてし

まうと、私たち議会としての尊厳といいま

すか、そういったものを保つこともできな

くなる可能性も出てきますので、こういっ
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たものについては、しっかりと当局と事前

協議を重ねることで、あえて明記する必要

はないかなと思います。 

赤星委員   私も、現在の質問の趣旨がわからないとか、

そういう確認をしたい場合は、議長の許可

を得てできるということで、今現在は十分

だというふうに思っております。それから、

逆質問や反論ということまでいきますと、

当局のチェックをするという、議会として

の一般質問の意味合い、質問の時間が、今

制限されている中で、当局の  今、久保委

員がおっしゃいましたように、圧倒的に情

報量が多い当局から逆質問や反論をされる

ということが起きますと、チェック機能の

低下といいますか、そういうことにもつな

がるのかなと思いますので、今現在、現状

の富山市議会では、これを取り入れること

は、必要性を感じておりません。  

佐藤委員   皆さんの意見のとおり、私も現状どおりと

いうことで賛成をいたします。けれども、

考え方として、あえてこれをテーマとして

出させていただいた、その思いといいます

のは、１つは市民にわかりやすい議会をと

いうことで一問一答方式等も取り入れてい

る状況の中で、質問について趣旨がわかり
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づらい点は、当局がこういう点ですねと  

やはり抽象的な表現ですと、なかなか答弁

もしづらいということですので、それは認

めようというところまでは前進しています。

しかし、もっと先の将来を見据えて、私が

提案申し上げたのは、ずっと先になるかも

しれませんけれども、あくまでも二元代表

制の中で、例えば先般も提案しましたけれ

ども、政策提言みたいなものが、議会側か

ら出せるような時代が来たときには、当然、

当局側も議会に対して、これについてはど

うですかと  当然、圧倒的なスタッフ量の

違いはありますので、十分に太刀打ちでき

ないということは、おっしゃるとおりなの

ですけれども、あえて掲げた本旨は、そう

いった二元代表制を見据えたテーマだとい

うことです。先般の研修会で講師の方もお

っしゃっていたとおり、現状の地方自治法

の中では、どこまで認められるのかという

こと、大変厳しい状況であるということも

十分にわかります。そういう意味でも、テ

ーマとして掲げて議論をすればという思い

です。ありがとうございました。  

座長     大宗が出たと思いますので、このことにつ

いては、現状どおりということでまとめさ

せていただいてよろしいでしょうか。 
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      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     それでは、そのように決定いたします。 

      次に、分割質問の導入についてであります。 

      このことについては、会派  誠政さんから

の提案ですが、何かございますか。 

尾上委員   ここにも記載してありますとおり、現行、

一括質問一括答弁方式を選択した場合、ど

うしても当局からの答弁は、言い方が悪い

かもしれませんが、答弁者のランク順で答

弁をされますので、大項目の中で３つほど

質問があっても、大項目順にやっていくわ

けではなく、答弁者のランク順に、あっち

の大項目、こっちの大項目というような答

弁になって、一般市民には非常にわかりに

くいかなというふうに思っております。当

局もいろいろと配慮をしていただいて、

何々何々について答弁しますというふうに、

答弁に入る前に言っていただいていますの

で、ある程度は、何も持たない人でもわか

るのかなという思いはありますが、今、富

山県議会では分割質問分割答弁方式を取り

入れられておりまして、先日たまたま、県

議会の分割質問を見させていただいたので

すが、県議会は一問一答方式の質問席がな

いものですから、どうしてでも、一々前へ
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出て行って引っ込んで、前へ出て行って引

っ込んでと非常に  あんなことをやってい

たのでは、かえって市民に納得してもらえ

るような議会にはならないのではないかと

いう思いもある中で、どうしたらわかって

いただけるかということで、こういうテー

マを上げさせていただきました。  

座長     ほかの委員から、何か御意見はございませ

んか。 

村石委員   分割質問の導入については、傍聴者や市民

の皆さんにわかりやすくするという方向で

は、賛成です。基本的には大項目で議員が

質問をする。その後は、一問一答方式の質

問席に戻って答弁を聞き、再質問などをす

ると。再質問がなければ、また演壇に行っ

て質問をするということにすれば、いいの

ではないかと思います。自席まで戻ると、

遠い人は議員のずっと後ろの席まで戻らな

ければいけないので、一問一答方式の質問

席で分割してやればいいというぐあいに思

います。 

尾上委員   やり方はいろいろあると思うのです。分割

質問方式を取り入れているという議会もあ

るように聞いていますので、やり方につい
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ては、もしやるという話になったときに検

討していただければいいかなというふうに

は思いますが、当市議会では一問一答方式

というものを取り入れていますけれども、

どうも、最近聞いておりますと、分割質問

的な意味合いで使われているような節があ

る  節があると言うと語弊があるかもしれ

ませんけれども、何かそんな感じがして、

私自身はものすごく違和感を持っていると

ころがありまして、そうなのであれば、分

割質問も取り入れたらどうかということで、

こういったことを提案させていただいたの

です。それが悪いのかというと悪くないの

かもしれませんけれども、どうなのかなと

いうことを私自身、感じておりましたので、

そのあたりも含めて検討していただければ

というふうに思います。 

竹田委員   分割質問については、なかなか意義がある

ことだとは思っています。しかし、今の一

括質問一括答弁方式と一問一答方式の中で、

改善を試みる、あるいは、質問の内容、質

問の趣旨をしっかり伝える。傍聴者にわか

りにくいということは、傍聴者、市民の方

だけではなくて、実は私自身も時々わかり

にくいなというように思うわけですね。こ

れはやはり、その部分をわかりやすくする
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努力をしていくのはもちろんなのですが、

やはり一定の限度があって、そんなにクリ

アになるわけではないと思うのです。質問

者が一番よく理解しているわけで、それを

その精神まで共有することはなかなか難し

いので、誠政さんのおっしゃる趣旨もよく

理解できるのですが、さらに検討を加えて、

こういう第３の質問の仕方をどうしても設

けなければいけないということに立ち至っ

たときには、やればいいと思うのですが、

今ここで、この新たな質問方式を取り入れ

て、３つの質問方式を並行していくという

ことは、方法論が多岐にわたり過ぎるとい

うか、今の時点では何か少し、時期尚早か

なということが、私の意見です。  

久保委員   竹田委員がそう言われた後だと話しづらい

ところがあるのですが、まず私が議員にな

って、特に一括質問一括答弁方式の場合は、

事前に原稿を書いておりますので、我が会

派の質問者の質問原稿は手元にあって、質

問を聞きます。原稿が手元にあっても、今、

どの質問の答弁をしているのか追っていく

のが結構大変な状態ですが、インターネッ

トの放送も始まりましたし、この後、ケー

ブルテレビ中継も始まりますので、そうい

った中で、一般市民の方が資料なしで、ど
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この答弁をしているのか、こんな質問をし

ていたのかなというような感覚すら覚える

中で、もう少し整理をして、分割質問の導

入については前向きに  方法論はいろいろ

あると思うのですけれども、私は分割質問

方式というものは導入していくべきだとい

うふうに考えております。まず、市民の方

にわかりやすくということもそうですし、

実際に県議会でも、傍聴に来られた方は、

通常の一括質問一括答弁方式よりかはわか

りやすいという評価をされているところも

ありますので、市民目線に立つと、これは

導入してもいいのではないのかなというふ

うに思っております。あとは、選択できる

ことが大前提になります。もう１つ、場合

によっては、一般質問が大変多岐にわたる、

質問内容が多いときに、先ほど言われた、

部長の答弁の順番で、真ん中の質問だけ回

答がないとか、そういったケースが出てき

たときに、後で私たちがチェックしようと

すると、議事録から検索をするのも、なか

なか難しいと。回答したのかどうかチェッ

クする上でも、少し難しい側面が出てくる

ので、そういった背景も踏まえると、この

分割質問というのは、選択肢としてあって

よいのではないかと考えます。 
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押田委員   私も分割質問という手法が、一般質問にお

いてあってもよいのではないかなと思いま

す。一括質問一括答弁方式、一問一答方式、

分割質問分割答弁方式を、議員の性質、ま

たは質問内容によって使い分けることによ

って、当局をただす手法が増えるという意

味では、賛成をさせていただきます。そし

て、誠政さんのそもそもの提案の趣旨に関

しましては、市民が何について答弁をして

いるのかわかりづらいということが大前提

でした。久保委員も言われたようにわかり

やすく、これからケーブルテレビ中継も入

ってくるということですが、質問に対して

答弁が飛んでいくからわかりづらいのだと

思います。つまり、質問順にお答えいただ

ければ、全く  一問一答方式ですとそのま

まですけれども、一括質問一括答弁方式で

あろうとも分割質問であろうともいいのだ

とは思うのですが、先ほど言われましたと

おり、何か答弁者のランク順というものが

あるらしくて、私にはなぜこのランク順で

答えなければならないのか全く ちょっと

皆さん和やかになられましたけれども、市

民はもっと、ランク順で答えたから順番が

飛んでいるということを、果たしてどれだ

け理解していただけるのかというふうに思

っています。議会改革であるのであれば、



13

議員ももっと質問の順番を考えることも必

要ですけれども、同じ議会に出ている当局

のほうも、答弁の順番についてランク順と

いうものを一度考えていただいて、質問順

に答弁するということを検討していただく

ことが肝要ではないかというふうに思って

おります。  

木下委員   皆さんのお話をお聞きする中で、私も、一

括質問一括答弁方式よりも分割質問方式を

導入することによって、質問のテーマとい

うか、大項目ごとに質問を投げかけ、そし

て答弁を得られるということで、ほかの聞

いている議員自身、そして市民の方、傍聴

者の方、皆さんがわかりやすくなるだろう

と思います。私としては、このまま導入に

向けて検討を進めていくことは賛成なので

すが、もし可能であれば、この分割質問の

導入ということで、一般質問のあり方につ

いて、新しい方法を検討するということで

あれば、全国の他の議会の一般質問の方法、

やり方等に関しても研究を深めまして、富

山市議会におけるよりよい質問のあり方、

方法というものを、さらに深めていっても

いいのではないかなというふうに考えてお

ります。 
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上野委員   今まで、ほかの委員の方もおっしゃってお

られましたが、やはり、議会改革の中で一

番重要なことが、わかりやすさという点な

のかなというふうに私どもは考えておりま

すので、分割質問の導入に関しては、前向

きに検討していただきたいというふうに思

っています。尾上委員もおっしゃっていた

のですが、やり方等に関しては、具体的な

話になってきますので、これから少し研究

して具体的に掘り下げていく必要性がある

かなと思います。今、現状としては確かに、

ランク順ということでしたけれども、例え

ば  具体的な話になりますけれども、市長

のほうがＡ項目、Ｂ項目、Ｃ項目を答えて、

あとは部長が答えるといった内容ですと、

どこからつながっているのかということが

確かにわかりにくいので、そういった意味

では、大項目順といった形でするのかとい

うことも、分割質問の形式の中で話し合っ

ていけばいいのかなというふうに思います。  

赤星委員   一番わかりやすいのは、一問一答方式です

よね。なので、一括質問一括答弁方式では

なく、できればみんな、一般質問は一問一

答方式でやるという方向に持っていけない

のでしょうか。分割質問方式というものは、

私は実際に見たことがないのですが、想像
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するに、大項目の中で、また順番がどうな

のかとかいろいろと出てくるかもしれない

ですし、また少しややこしいやり方なのか

なと思うので、私は分割質問を新たに導入

するよりも、みんなが頑張って、努力をし

て、一問一答方式で質問できるような、そ

ういう議会に向かっていけないのかなと思

うのですけれども。 

佐藤委員   私も、分割質問方式の導入について、反対

をするものではないのですけれども、先ほ

ど村石委員からも方法論、やり方がいろい

ろとあるのだろうとおっしゃいましたが、

現実的に私がイメージすると、かえってや

やこしいなという形態しか浮かばないので

す。何度も言いますけれども、私も、市民

にわかりやすくというテーマでいくと、現

状では一括質問一括答弁方式と一問一答方

式を認めているわけですから、そういう意

味では、赤星委員がおっしゃるとおりです

が、議員の努力として、市民にわかりやす

くということで、分割質問方式をうまく利

用して、さらに一括質問一括答弁方式より

も分割質問方式でわかりやすくするという

ことを第一段階として、そういったものを

選択するという議員がおられてもいいのか

なと思うのですけれども、現状の中で、一
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問一答方式で、最初にこの大項目でやりま

すよということを言って、一問一答方式で

進めていく。次に第二項目として、これで

すよと言って進めていく  出入りもないわ

けですから。そういう意味でいうと、私も

この分割質問の導入については、反対では

ないのですけれども、どういった導入の仕

方になるのかということで、少し今、現状

として具体的なやり方を研究していく中で、

最終的に、あえて分割質問ではなくても、

一問一答方式でいけるのではないかという

結論になるような気もするのです。ただ、

一括質問一括答弁方式よりは分割質問方式

のほうがいいという選択をできるようにと

いうことであれば、できるだけ速やかに、

運営上もスムーズに、カメラがあっちに行

ったりこっちに行ったりせずにできるので

あれば考えてもいいのかなということで、

非常に今、結論を出しづらいのですが、い

ろいろな観点から研究をしなければいけな

いのかなという感じがいたします。 

髙田委員   皆さんのお話もいろいろあると思うのです

が、私も分割質問を導入すること自体に反

対をするものではないのですけれども、現

状のわかりにくい点が  先ほどから出てい

るように、一括質問一括答弁方式で質問を
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した場合に、大項目が飛んで、しかも前の

項目の何々について答えます、何々につい

て答えますというふうに、すごく長い文章

になると、そこでまた時間が取られるとい

うことがあります。なので、分割質問方式

を取り入れる前に、当局側に可能かどうか

を検討してもらいたいと思ったことがある

のです。それは、質問は一括でするのです

が、回答を、大きな項目の１番なら１番の

回答が全部終わってから、２番目の項目の

回答をしてもらうというふうに、回答側の

工夫を議会としてお願いできるものなのか

をまず聞いてもらって、それが可能でない

ときに、また分割質問の導入というものを

どう考えようかという形で考えていったほ

うがいいのかなというふうに思います。 

尾上委員   赤星委員が言われたことは、確かにそうな

のだと思うのですけれども、私はやはり、

一問一答方式と分割質問方式は全く違う  

わかりやすいから一問一答方式がいいとい

うことではないのかなと、私たちは思って

いるのです。それであえて分割質問の導入

ということを提案させていただいたのです

けれども、今、髙田委員が言われたように、

大項目ごとに答弁をしてもらうといっても、

例えば一括質問一括答弁方式で２０分くら
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い質問をしゃべると、やはり前にしゃべっ

たことは、皆さんもうわかっていないとい

うことが現状かなと思います。だから、分

割質問方式で、今言ったことを今答えても

らうということが  赤星委員が言われるこ

とは究極だと思うのです。それが一番いい

のだとは思うのですけれども、私は分割質

問方式と一問一答方式は違うのだという認

識があるので、今、一問一答方式が分割質

問方式と同じような使われ方をしていると

いうふうに思っているものですから、それ

は少し違うのかなと。一括質問をしっかり

できるようになったら、それは確かにいい

のだというふうに思っているのですが、私

の思っていることが違うと思ったら、それ

はそうなのかもしれませんけれども、私は

一問一答方式と分割質問方式は違うと思っ

ています。  

座長     大体の意見が出たと思いますので、少しま

とめさせていただきます。現在、一括質問

一括答弁方式と一問一答方式があり、一括

答弁方式の場合は、誰かの言葉をかりると

ランク順で答弁されるので、あっちに行っ

たりこっちに行ったりしてわかりにくいと。

そうであれば、その答弁をなるべくわかり

やすいような、質問順番にするか、大項目
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でくくるのかというお話がありました。そ

れともう１つ、富山県議会を見てきたら、

最初は演壇に登壇して、第二項目からは自

席に戻ってという動向  要するに動きにつ

いてですが、どこでどういう形式でやるか

ということもありますので、ここで机上で

話をしているだけではなく、実際に少し当

局にも可能性があるのか聞く、あるいは分

割質問方式を導入した場合のやり方は、今

の県議会のやり方ではなく、もっといいや

り方はないのか、もう少し具体的に皆さん

に提示をしたいので、次回までに事務局の

ほうで、きょうの意見を聞いて、具体的に

できること、できないことなどを少し取り

まとめてもらいます。きょうは結論に至り

ませんが、この協議事項は次回に持越しさ

せていただけないでしょうか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

座長     それでは、そのように決定いたします。 

      次に３番目、議会改革検討調査会等におけ

る議論の尊重についてです。これは自民党

からの提案なのですが、副座長から少し御

説明をお願いします。  

副座長    このテーマについては見てのとおり、まさ
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に今、行われている会議については、全会

派から委員が出ておりまして、今までも大

変積極的に多くの意見が出ているものと思

います。今までは多様な考えが、近かった

り遠かったりあると思うのですが、この議

論の尊重についてということは、正直なと

ころ、これは真っ二つに分かれるのではな

いかと思います。一度このことについてこ

こで議論をしたことを尊重しようというこ

とは、私どもの会派はみんな同じ考えでし

て、ほかの会派にも全く同じ意見の方がい

ると思います。全くそうではない会派の方

も、きっとおられるのだと思います。これ

を一度しっかりと、どう思っておられるの

かということを、まさに議員間討議を一度

この座でしてみて、なぜこれを尊重したい

と言うのか、なぜそうではないというふう

に思われるのかということを一度話し合う

べきだというふうに考えております。でき

れば私は尊重したいというふうに思ってお

りますが、反対の意見も含めて、座長には

ぜひ、皆さんの意見を討議という形でさせ

ていただければいいのかなというふうに思

うわけです。 

座長     このことについて、少し参考ということで、

他都市の事例を調査した結果が皆さんのお
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手元にあると思いますので、この資料につ

いて、事務局から説明させます。  

議事調査課長 〔資料「【調査結果】議会改革に関する請 

願について」により説明〕 

座長     ただいま説明をしていただきましたが、意

見を伺う前に、今、説明をされたことにつ

いてわからない点があれば質問をしてくだ

さい。 

赤星委員   中核市４８市で、請願が出されたことのあ

る１１市のうち、不採択の８市ですけれど

も、これは具体的にはどういったことを求

める請願だったのかわかりますか。 

議事調査課長 内容につきましては、そこまで確認をして  

      おりません。議会改革に関して検討中であ

るものについて、請願が出されたことがあ

るかどうかという質問をして、具体的な内

容までは確認しませんでしたので、それは

わかりません。  

赤星委員   では、どこの市議会かということはわかり

ますか。 

議事調査課長 細かい資料は事務局で持っております。  
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座長     今、手持ちではないということですね。 

議事調査課長 はい。 

座長     ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

座長     それでは、このことについて皆さんの御意

見をお聞きしたいと思いますので、順次ど

なたからでもお願いします。

久保委員   この話は、私も議員として大変重く感じて

いるテーマでして、というのは、私たちは

間接民主制で選挙という大変厳しい戦いで、

有権者の皆さんに訴えて、賛同していただ

き、投票していただいて、市民の代表とし

て、この議会の場に立っているわけです。

そういう私であっても、例えば、自分がど

れだけ正しいと思っていても、発言をすれ

ば、それがすぐに採択をされるとか、実現

するというわけではないのです。自分の思

いを実現するためには、会派の同僚議員で

あったり先輩議員であったり、場合によっ

ては、会派を超えていろいろな人たちに意

見を求めて、賛同を求めてといったことを

繰り返しながら、それでもまだまだ、自分
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の思いといったものは採択されないという

ことが現状だと思うのです。そういった中

で、例えば請願者の方が、ぽんと請願を出

されたからといって、なかなかそれが採択

に至らないということは、この議会という

仕組みの中においては、通ることが当然な

のではなくて、そういった努力を重ねてい

きながら、ようやく請願というものが採択

されていくということが前提なのだという

ことを、まず、請願者の方に知っていただ

かないとだめだと思うのです。そうでなけ

れば、私たちは何のために選挙をやって、

議員のバッジをつけているのかわからなく

なると。私は請願者の方にもいろいろと連

絡先を教えたのですが、残念ながら、前回

の請願の前にも、事前にそういう相談がな

かったのは、私の話し方とか、信頼感が十

分に請願者には伝わらなかったから、相談

をされなかったのだろうなというふうに反

省をしているのですけれども、ただ、その

請願者の方が議会に請願を出して、それが

通らなかったから、富山市議会は議会改革

に対して後ろ向きだとか、議会に失望した

というような認識を持たれるのであれば、

この後、それは違うよということを私は伝

えたいなと思っています。議員間討議とい

うことで、今ちょうど目の前に、顔が見え
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るところに木下委員がいるので、１つお聞

きしたいのですが、まず、紹介議員として、

何を目的に紹介議員になっているのか教え

ていただきたいなと思います。

木下委員   この件について、私なりに考えてきたので

すけれども……

久保委員   私の質問に答えてください。

木下委員   その請願内容に関して賛成できるかどうか

と、私はそういう基準で考えているのです

けれども。

久保委員   私たちは、それは本当に無責任だなと思う

のです。もしも私が紹介議員になるとすれ

ば、何とかその願意を酌み取って  これは

反対討論でも言ったのですけれども、それ

を実現するために、一体どれだけの努力を

するのか。願意が一緒だから紹介議員にな

りますということを否定はしませんけれど

も、逆に木下委員は、その紹介議員になっ

て、請願が採択されるために何か行動はさ

れたのでしょうか。

座長     その前に、このやり方でいいですか。
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（「よくない」と発言する者あり）

久保委員   ここだけ、確認しておきたいのです。

木下委員   その請願に対しては向き合っていたのです

けれども、議会の中でほかの議員の方に広

げたりといった行動は特には……。

座長     ２人のやり取りになると少しよくないと思

いますので、限定せずに、今の久保委員の

意見は意見として、久保委員の意見に反対

される方、皆さんで手を挙げて意見を言っ

てください。

久保委員   ごめんなさい。木下委員を責める目的では

なくてですね……

      （「責めていた」と発言する者あり）

座長     続けてください。

久保委員   私の中では、この請願というものを通すた

めに、議員として努力をしていかなくては

ならないと思っていまして、紹介議員にな

るのがいけないのではなくて、皆さんが請

願を実現するための努力をどのように重ね

ていくのか、私はこの請願というものは、
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やはり１つの選択肢であるのだろうなと。

木下委員は期別でいうと、もちろん私より

先輩ですし、先輩といえども近しい環境の

中で、どのような意味合いでやられている

のか、そういった意味で、憲法に書いてあ

る権限だから何でもよしではなくて、私た

ちは議員として、そこは願意をしっかりと

受けとめて、実現に向けてどういう行動を

取っていくのかということが、この議題の

本質だと思っているのですが、私としては、

そこが少しわからなかったので、確認をさ

せていただきました。理想として、チーム

議会、オール議会と標榜される人たちには、

ぜひ紹介議員になられたら、会派を超えて、

いろいろとそういった活動をやっていただ

いて、請願というものが採択されるような

努力をしていっていただきたいと。そうい

ったものをなくして、このままのやり方を

進めていくと、請願自体がパフォーマンス

と市民に受け取られてしまう。これは憲法

に定められた重要な権利でありますから、

そういうような誤解を市民に与えないよう

な取組みを議会としてしっかりとやってい

っていただきたいなと思います。

村石委員   検討事項の内容等に書いてあることについ

て意見を申し上げます。議会改革検討調査
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会において議論されている件について請願

がされた場合は、本調査会の議論そのもの

が形骸化するおそれがあるというようなこ

とが書いてありますけれども、私はそのよ

うには思いません。どのような請願があっ

たり、どのような意見があったりしても、

本調査会において誠実に、真摯に、いろい

ろな意見を出し合うこと、そのことに何ら

影響はないと思いますから、形骸化すると

は思いません。それと、紹介議員制を取っ

ている以上、その旨を理解してもらうよう

に対策すべきということは、請願を頼まれ

たときに、今、議会改革検討調査会で議論

をしているのだから、このような請願はさ

れないほうがいいのではないですか、とい

う提案をしなさいというぐあいに読み取れ

るのですね。まず、請願に対して紹介議員

になるかならないかは、全て、議員個人が

判断すべきことだと思います。それと、私

たちの会派の基準としては、第９回の政務

活動費のあり方検討会でしたか、今後の課

題ということで整理をした項目があるので

す。その項目に似た項目が請願として上が

ってくる。私たちが紹介議員となるときは、

将来、議会改革として目指す方向性、方向

性が一致していれば、当然、紹介議員にな

るという考え方でいます。ただし、請願内
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容に事実に反すること、あるいは法律的に

見て間違っていること、そういうことにつ

いては、直してくださいと言うことはあり

ます。

副座長    すみません。私の最初の導入が悪くて混乱

させてしまいました。私が言いたいのは、

今、例えばこの議会改革検討調査会で出て

きた内枠の意見が、そのまま請願で上がっ

てくることについて、紹介議員となるとい

うことに対する問題を言っているわけです。

何かと言えば、例えば大島委員、上野委員

などからも請願が出てきました。大島委員、

上野委員、私たち全員がそうですが、選挙

で選ばれて、ここで発言をして、それぞれ

私たちの意見が通ることもあれば通らない

こともある。皆さんそれぞれの意見を言っ

て通らなかったことが、皆さんと非常に同

等の意見を持たれる、全くその意見の内枠

のものを出してこられて、それが通るとい

うことがあれば、ここで議論をしている議

員の存在がそもそも何だったのかというこ

とで、ものすごく  ここで場を与えられて

意見を言った議員の意見が通らなかったの

に、同じ意見を市民の方が出してこられて

も、それは通るはずがないということを  

同じ内容ですから。先ほど久保委員も言っ
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ていたのは、もしそこまでやるのであれば、

さらにそこから全会派に対して説得を試み

るとか、そこまでの努力をした上での請願

であれば、まだ私たちも理解はできるので

すが、何の努力もしない上に、御自身の意

見が通らなかったから、まるで敗者復活戦

のように  私どもの意見も通らないことは

山のようにあるわけですが、通らなかった

ことと全く同じ意見が、請願で出されてく

るということは、私はこの会そのものの存

在価値を失わせるのではないかということ

を思って御提案しているわけです。これに

対する反論があれば、どうしてそうなのか

という御意見があれば、ぜひ皆さんからお

聞きしたいなと思うわけです。

竹田委員   副座長と同様の話かと思いますが、検討事

項の内容等に書いてあることは、先ほども

議論がありましたけれども、請願内容が本

会議において採決されてしまい、本調査会

の議論そのものが形骸化するおそれがある

と。おそれがあるかないかということは議

論があるところでしょうけれども、いずれ

にしても議論をしているのに請願内容が本

会議において採決されてしまうという、こ

の１点において、まさに議題として議論を

しているのに請願内容が先行して採決され
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てしまうということは、この議会改革検討

調査会の否定とまではいかないにしても、

少し手順が逆さまだと、このことは、はっ

きりしていると思います。やはりそのこと

については、しっかりと峻別して、議論を

している内容については請願を控えると、

そういうことだと思います。

上野委員   最初に副座長が言われたとおり、意見が真

っ二つに分かれるという可能性は確かには

らんでいるのですけれども、私どもはここ

で話し合った内容を別に尊重していないと

か、自分たちの意見が通らなかったからと

いった趣旨で、その紹介者となっているわ

けではもちろんありません。請願権という

言葉がいつも出てくると思うのですけれど

も、改めて少し確認をしたいのですが、例

えば仮に、同じような内容で請願が出され

てきて、今まさにこの場で話し合ったけれ

ども、市民の方はそのことに関して、やは

りここに関しては、もう少し改善をしてほ

しいという形で意見を上げられている、例

えばそれに紹介議員がつかなかった場合に、

では陳情として上げたいといった形になっ

たとしたら、その中で何か差は生まれるの

でしょうか。
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副座長    今の上野委員のお話は、上野委員がこの場

で明確に主張するべきだと思うのです。し

っかりとその方の願意を酌み取って、それ

ぞれ、自分の思いというものを 通る通ら

ないは別にして、私たちはそのステージを

与えてもらったわけですから、ぜひ声を大

きくして、その意見を言うべきであるとい

うふうに私は考えているから、このような

ことを言っているということです。

押田委員   今の上野委員の意見に対して、先ほど久保

委員と江西副座長が言われた、請願を受け

て紹介議員になったその後に一体何を議員

としてやったか、「よいしょ」と上げまし

たと、それだけが仕事ではなくて、やはり

会派に訴えかけることが必要だと言われた

ことが重要なのではないかなと思います。

請願権は確かに権利ですけれども、紹介議

員になった限りは、そのために動く、汗を

かくということが求められているのではな

いのかなということを、私は今、感じます。

それと、あとは前の話になるのですけれど

も、少し記憶が不確かなのですが、たしか

インターネット中継の導入に関しての請願

があったような気がするのです。不確かで

すので、もし違っていたらごめんなさい。

そのときに、私が見ていたときには、「直
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ちに導入を」というふうにありました。富

山市議会では、議会としてまもなく導入す

るという形で考えていたような気がするの

です。そうした場合、紹介議員は、「直ち

に」とか「間もなく」とか、今、検討をし

ていて間もなく導入される予定だという話

は、請願者に対して、紹介議員の依頼のと

きに、ちゃんとこういうふうな議論が進ん

でいますよということを説明していかない

といけないし、その請願の直ちにというこ

とは、すぐに入れなさいということですよ

ね。今、検討をしているということは、間

もなくですよね。そういう言葉尻で申しわ

けないですけれども、そういったことを説

明していく義務も出てくるのではないかと

思います。そういう意味では、この３項目

目というのは、紹介議員は請願者に対して、

ある程度の責任を負いましょう、また、話

し合っていきましょうということでどうな

のでしょうか。

赤星委員   まず、最初に江西副座長がおっしゃった、

議会改革検討調査会の検討事項の内容等に

書いてある問題ですけれども、請願内容が

本会議で採決されてしまうのは、この議会

改革検討調査会が正式な委員会ではないか

ら、委員会付託がなくて、どこにも付託す
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べき委員会がないので、本会議で採決され

るのではないかと思うのですが、座長、事

務局、どうですか。

座長     内容ではなく、システムの話ですね。

赤星委員   はい。

議事調査課長 まず、この議会改革検討調査会で決定され

たことについては、議会運営委員会もしく

は各派代表者会議に回付され、それが最終

的な富山市議会としての総意、意思として

決定されます。少し回答がずれるかもしれ

ないのですが、請願の場合には、委員会に

必ず付託をされて、審議をされて、最終日

の本会議で採決をされるということになり

ます。必ず委員会に付託されるかどうかと

いうことが、請願と陳情の違いになります。

赤星委員   江西副座長が、この議会改革検討調査会に

おいて議論されたことを尊重している人と、

していない反対の人とおっしゃいましたけ

れども、私はそれは全く違うと思います。

ここでみんなで議論をして決めたからには

議員はみんな尊重しているのです。例えば、

自分は反対していた、一般質問の時間制限

を年間９０分から１２０分にするという問
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題については、議論をした上で多数決で決

まりましたから、それを守ってみんな質問

をしているわけです。ですから、議員の中

に尊重していない人はいないと思います。

た だ し 、請 願 とい う も のは 、市 民 の方 、

「何人も」出せるわけです。それを議員側

が出さないほうがいいとか出すなというこ

とは、まさに請願権の侵害に当たりますか

ら、それはやってはいけないと思いますし、

文言を一字一句  インターネット中継の導

入を求める請願は確かにありました。直ち

にやってほしいという、そのお気持ちは十

分にわかるのです。それを今、検討中です

よということはそれはもちろん説明をして

いるし、請願者の方も御存じの上でやって

おられるわけですよね。それは、直ちにと

いっても、調査をしたり検討をしたりしな

いと導入できないわけですから、検討して

いること自体が「直ちに」という状態だと

思うのです。それを文言を直せというのは、

検閲に当たるのです。憲法２１条で禁じら

れている検閲です。議会側は権力者側なの

です。請願の主権者は住民なのですから。

そういうことをするのは、これもいけない

ことだと思います。それと、住民と議会と

いう関係ですけれども、議会は行政をチェ

ックする監視機能を持っています。では、
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議会は誰に監視されるのか。住民が議会を

監視するわけです。住民と議会は相互に信

頼関係を築いていかなければいけないので

すけれども、住民の皆さんが見ていて、議

会でこういう議論がされているけれども、

それはやっぱり違うよと思えば、住民から

そういう請願が出ることも当然だと思いま

す。そういう関係であることを忘れてはい

けないと思います。まだ意見はありますが、

少し長くなりますから、また後でお願いし

ます。

座長     続けて言ってください。

赤星委員   座長のお許しを得ましたので続けます。そ

もそも富山市議会で議会運営や議会改革に

ついての請願は、過去に毎回たくさん出さ

れました。私は昨年６月議会でも、請願の

賛成討論で紹介しましたけれども、かつて

一般質問は議員一人当たり年間１回で２０

分以内だというひどい質問制限を導入され

そうになったときに、そういう制限をやめ

てほしいという議会運営、議会改革に関す

る請願が、初めてではないでしょうか、そ

のときに出されたのです。それから１０年

と半年の間に、合計４３定例議会のうち、

１８定例議会で合計４１件の請願が出され
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て、その中で６，７７９名分の請願署名が

出されたわけですけれども、富山市議会は、

ずっとそれを否決し続けてきました。です

が、ああいう事件が起きて閉鎖的な議会と

いうことが問題になったときに、やはりこ

れは質問制限をやってきたことが問題です

よねと……

座長     赤星委員、話を装飾しないで本題に戻って

ください。

赤星委員   そういうことがありましたので、やはり議

会内部で決めたことだからと言って、住民

の方がそれを見て、やっぱり直してほしい

と思うときには、請願が出て当然だと思い

ますし、それを制限してはいけないと思い

ます。

村石委員   江西副座長の考えについて言います。請願

について、少し整理をする必要があるので

簡単に言いますと、請願が市民から出され

た場合に、議員が紹介議員になるかどうか

は、あくまでも議員が決めることであって、

１名以上が署名すれば、それは受け入れら

れて委員会にかかって、本会議にもかかる。

議員は、いわゆる橋渡しの役目をしている

のだと思います。その中で、あくまで、請
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願の内容や方向性  こういう方向性を目指

してやっていくのだという願意に合意でき

れば、紹介議員になるのだということと、

議員が請願を採択するために各会派を回る

ということは、基本的にはありません。意

見書とは違います。あくまで、請願は出し

た請願者が各会派を回って、各会派の代表

者と意見交換をして、文言を直す直さない

など、それは請願者が考えることであって、

議員が各会派を回ってするということはな

いのです。意見書は別です。意見書は、賛

同してくださいということで、各会派を回

ります。そのように整理すべきではないで

しょうか。

副座長    今の村石委員の話と赤星委員の後半のほう

の話で、根本的な考え方がやっぱり違う  

違うということはお互いに尊重しないとい

けないのですが、違うということがわかり

ました。私どもの会派では、請願というも

のは、願意を達成させたいと常に思ってい

るわけです。橋渡しであるとか、通らない

のがわかっているけれども出そうとかいう

ことではなくて、請願人が願意を出してく

る場合は、それを通すのが役割だと思って

いるわけです。もしくは、それを通す場と

いうものがこうした会議であり、与えられ
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ている場でしっかりと議論をして  誰もお

互いが憎くて反対しているわけではなくて、

それぞれが自分の考えを持っているので通

らないことがたくさんあるわけですので、

ほかから出てきたから通るというわけでは

ないのです。同じ意見が出てくれば、当然

通らないということは、そのとおりだろう

というふうに思うわけです。同じ意見が通

っていないものであれば。そうであれば、

やはり、根本的なスタンスというものが違

うということが、今、私は少しわかりまし

た。

佐藤委員   議論伯仲のところで大変恐縮なのですが、

意見を出し合うということで、冒頭に座長

からこのテーマをいただきましたので、こ

ういった議論になることは結構なことだと

思います。私はこのテーマについて、最初

に見たときには、この議会改革検討調査会

等において、議論の尊重をするというテー

マでありましたので、例えば、この請願が

出された場合ということで、この提案の趣

旨が説明されております。議論があちらこ

ちらに行っているようですけれども、請願

については、これまでも我が議会、少なく

とも一昨年以降の対応については、やはり

一つ一つ丁寧に対応をしてきたというふう
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に、私は個人的には自負をしているところ

であります。要は、請願は市民の権利であ

りますし、議員が紹介議員になる場合にも、

当然、その良識に基づいて議員は紹介議員

になったのであろうと、それだけの覚悟を

持って行ってのことだろうと思っておりま

すので、一つ一つ丁寧に、最終的には否決

をする場合もありますし、本会議場でそれ

について云々しなくてはいけない場合もあ

ると。これは、それぞれ委員会に付託され

ている内容等についてもそうですね。現状、

今、委員会に付託をされているにもかかわ

らず、あえて請願がなされたことについて、

それはもう出された、もしくは紹介議員も

いるということであれば、当然、それにつ

いても上げてきて、委員会であれ、本会議

であれ、その場で一つ一つ対応をしてきた

つもりでありますので、このテーマについ

ては、現状はしっかりと我が富山市議会で

は丁寧に尊重して対応をしているというふ

うに私は認識をしております。ただ、先ほ

ど来いろいろな意見がありますので、紹介

議員になる議員の覚悟と言いますか、そう

いったこと  今現在、こういう状況なので、

本当に通る可能性はありますかということ

も、十分に承知をしながらやっているのだ

ろうと思いますし、それについて最終的に
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結論が出た場合は、それはやむを得ない  

議会ですので、当然、一般会計予算等もそ

うですけれども、議会として一致して当局

に賛成したのであれば、私は反対だったと

かいろいろなことがあるかもしれませんが、

最終的には議会人として、そのいろいろな

ことについての説明責任は負ってしかるべ

きだという覚悟で私は議員を務めているつ

もりです。いずれにしても、それぞれの良

識においてやっていくということは、きょ

うの最終的な結論として、それぞれの議員

各位、または会派の良識に基づいて、粛々

と今後もやっていくというふうに言わざる

を得ないのかなと思いで参加をしました。

押田委員   今後のために一言言わせていただきたいの

です。先ほど赤星委員の意見の中で、請願

の文言を動かすことは検閲に当たるという

話が出ました。「てにをは」を直すことま

でもそうなのですか。言い回しを直すこと

はどうなのですか。その後に、村石委員の

発言の中で、議員は橋渡しをした上で、相

互の話合いの上で文言を直すという言葉が

出ました。これは検閲には当たらないわけ

ですか。私は先ほど江西副座長が言われた

とおり、請願者が思いを持ってくる、願意

を持ってくることに対して願意を達成させ
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るために、話合いのうちで、この言葉より

こういう表現はいかがですかという提案を

して、それを認められるかどうかは請願者

が選ぶことだと思っておりますので、検閲

という言葉はちょっと違うのではないかと

いうことを、あえて議事録に残しておきた

いと思います。以上です。

久保委員   先ほどから、市民と信頼関係を築くという

言葉が多用されていますけれども、私はそ

れに対して、紹介議員がどのような対応を

したのですかと聞いたところ、責めている

というような発言をされました。そもそも

その姿勢をどう考えているのかということ

に対して、そのように発言を横からされた

ことは、個人的には大変おかしいのではな

いかと思っております。もう１つ。私はこ

の話をするときに、ある請願者の方にお会

いしました。この前、議会改革に関する請

願を上げられた方です。その方に、なぜこ

の請願を上げられたのですかと、なぜこの

テーマを選ばれたのですかという確認をさ

せていただいたところ、その方は、ちょう

どタイムリーだったと、何か請願を上げて

住民参画の機運を高めたかったのだという

ような趣旨の説明をされました。その方に

対して私は、請願というものは、こうやっ
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て市民活動であったり啓発的なもののため

に使う権利ではないですよというような説

明をさせていただきました。ですから、紹

介議員の方は、果たしてその請願者に対し

て一体どこまで願意を酌み取っていたのか

というところに、まずは疑義があるという

ふうに思っております。あともう１つは、

紹介議員になられた方とお話をさせていた

だきました。本会議で議決をするというこ

とは、大変重いものであるということが、

私の考えです。これを直ちに、すぐにして

ほしいと、これを議決することは、その先

の行政の行動を議会としてしっかりとチェ

ックをして実現していくという約束にほか

ならない、決まり事になるというふうに伝

えました。そうしたら、その紹介議員の方

は、そうではないと。願意は一緒だから、

何となく通ってもいいのではないのかとい

ったような話をその場でされました。そう

いう形で、この請願権というものを取り扱

っていく  請願の紹介議員のほとんどが、

請願は憲法に位置づけられている大変重要

な市民の権利であると、そういうことを訴

えながら、当の紹介議員が、しっかりとし

た認識と行動を伴わずに、願意が概ね一緒

だから、文言を読んだら大体同じだから紹

介議員になろうというようなことが、今後
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はなくなってほしいというふうに思ってお

ります。これは何も、請願者の請願権を犯

すものではなくて、やはり紹介議員の方に

は、しっかりと請願者の願意に向き合って、

かつ、この議会というものをしっかりと尊

重した対応を取っていただきたいなと思っ

ております。

木下委員   今回、こういった自由討議形式でとお話が

ありまして、私も請願というものをめぐる

認識の違いが、やはりそれぞれあるのだな

ということがすごくわかりました。私もい

ろいろと考えていたのですけれども、議会

改革検討調査会の検討事項の内容等に書い

てあることは、内容的に少し踏み込み過ぎ

なのかなと、今までどおりでいいのかなと

いうふうには考えているのです。私たち議

員は、議会内の状況、議会改革検討調査会

でこういう話がされているとか、そういっ

たことを事細かに請願を持ってこられた方

に御説明はできると思うのです。今はこう

いう状況ですよと言うことはできると思い

ます。しかし、原理的な話ですけれども、

請願権上、その請願を出すべきではないと

請願の提出をとめると、そういった権利は

ありませんし、紹介議員になるかどうかと

いうことは、究極的には議員一人一人がみ
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ずから決める権利があると思うのです。一

人一人の判断だと思うのです。請願を持っ

て来られた方も、さまざまな判断で持って

来る。それに対して、議員も一人一人が紹

介議員になるかどうかということを決める

権利があると思うのです。だから、こうい

う基準で決めなければいけないとか、そう

いうふうに紋切り型に決められるのかどう

かということは少し思います。請願が上が

ってきたら、議会において粛々と手続きに

したがって賛成、反対の表明をしていけば

いいというふうに思っております。

大島委員   最後の発言になります。江西副座長から名

前を出していただいたものですから、一言

答弁をさせていただきます。副座長がおっ

しゃるように、この議会改革検討調査会を

ないがしろにしたり、反対していたから請

願者の意見をかりてやるということでは決

してありません。副座長の思いはどうかわ

かりませんけれども、私は、この議会改革

検討調査会で富山市議会が、本当に改革に

進んでいるのだということを見せたいとい

う気持ちは誰にも負けません。まして今、

自民党の会派  名前を出して悪いのですけ

れども、調査をしながらまだ１，０００万

円も出ましたと。もうありませんと言いな
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がら、いつまで出るのか。まだそういうこ

とがあるという……

座長     大島委員、本題に戻してください。

大島委員   市民から非常に厳しい目で見られていると

いうことが事実であります。きょうも、請

願者が傍聴に来ておりますが、ものすごく、

議会の議事録なりを読み込んでおりますし、

傍聴にも来て、１２月議会の本会議をイン

ターネット中継を見ながら、原稿に起こし

て、自分で書いております。内容について

は、私よりもよほど詳しくわかっておりま

す。それで、なぜ請願を出すのかというこ

とは、請願を出さなければいけないという

議会だから出すのだという気持ちが強いの

だと思います。もし自分が思ったとおりに

改革をしてくれているという気持ちがあれ

ば、温かく見守るというのは変ですが、請

願を出さずとも、やがて動いてくれるだろ

うという期待をみんな持っているのです。

けれども請願を出すということについては、

非常に気を使いながら文面を考えて出して

おられます。その請願の内容については、

すぐにこうしなさいということではなく、

将来的にはこう変わってほしいという期待

を込めた請願だということで、私も紹介者
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になっております。昨年１２月議会、９月

議会を含めてですけれども、賛成討論、反

対討論が、今までになく非常に活発に、異

常なくらいにやったかもしれませんけれど

も、それによって逆にお互いに、非常に議

会に対して改革をしたいのだという気持ち

がよくわかったのではないかなと思います。

副座長がきょう提案をされましたのであえ

て言いたいのですが、討論でも言いました

ように、自民党会派さんの公聴会などとい

ったことに対しては非常に評価をしており

ますし、この改革を少しでも前に進めたい

ということは、皆さん同じ意見だと思いま

すので、ぜひ、イエスかノーかというふう

に色分けをしないで、これからもやってい

ただきたいということだけはお伝えをして

おきたいと思います。それが請願者の気持

ちでもあるというふうに思っております。

長くなりましたが以上です。

座長     皆さんの意見は出尽くしていると思います

ので、皆さんお聞きのとおり、それぞれの

立場で、ポジションは変わらず、そういう

要望でありました。佐藤委員がおっしゃっ

たとおり、やはり一つ一つの案件に丁寧に

説明をし、対応をしていただきたいと思い

ます。法律がどうだとかと、権利だけを主
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張するのではなく、富山市民のため、富山

市議会がどうあるべきか、そのときにどう

いうスタンスを取るべきか、それぞれ微妙

には違いますが、その意思を固めて、今後

もこの議論については終わりがないものと

思っておりますが、それぞれの立場で丁寧

に取り組んでいくこととして、まとめさせ

ていただいてよろしでしょうか。

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕

佐藤委員   尊重するということですね。

座長     はい。それでは、そのようにまとめさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。

木下委員   この議会改革検討調査会でこうやって１年

間  約１年ですけれども、全会派から出さ

れたさまざまな検討事項を議論してきた中

で、改革の振返りですとか、今後、残りの

検討事項をどう議論していくのかというこ

とに対して、次回以降の会議で話合いをし

てみてはどうかと思っているのですが、い

かがでしょうか。

座長     振り返ることについて、これまで改革をし

てきた結果、富山市議会が取り組んできた
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改革に類するものの経過については、皆さ

んにお示ししております。それから、木下

委員が言われたとおり、３月はわかりませ

んけれども、定例会の月には開催しており

ませんので、予定では、今期はもう１回だ

けになります。私約交代という風習がござ

いますので、このメンバーでの会議はもう

１回になるのだと思います。先ほど２番目

の項目、分割質問の導入については、次回

に持ち越しということになりました。もう

１つ、今回は間に合わなかったので提示で

きませんでしたが、委員会資料のインター

ネット公開についても、議論が継続となっ

ています。これについては、次回、正式に

議題に上げさせてもらって、皆さんの御意

見をお聞きしたいと思っております。残り

の項目について、私が提案したタブレット

端末の導入についてもそうですが、お金が

かかる話は次年度に、メンバーは違うかも

しれませんけれども、この会議でいろいろ

と調査や視察をしていただいて、タブレッ

ト端末やモニター、表決システムなどと幾

つもあったと思うのですけれども、施設関

係や費用のかかるものについては一くくり

で次回の協議にはかけずに、次期に送りた

いと思います。残りについては、また正副

座長で検討をして決めさせていただきたい
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と、御一任いただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕

赤星委員   タイミングを逃しまして、押田委員に聞か

れた件について一言だけお願いします。押

田委員、すみません。もちろん私は、てに

をはが間違っているとか、事実と違います

よと、こういったことを指摘したりアドバ

イスするくらいは当然あってしかるべきと

思います。要は、請願者が言いたい趣旨を

変えさせるとか、骨抜きにするとか、そう

いったことはやってはいけないという意味

で申し上げました。

上野委員   別件で、検討項目としては上がっていない

のですが、政策検討会議が以前、協議項目

として上がっていたかと思うのです。その

中で、座長のほうには事前に少し話をさせ

ていただいたのですが、ファシリテーショ

ンに関する講座を全議員への研修という形

で、できれば開いていただけないかなと思

っておりまして、こちらで言えばいいのか、

座長を通して議長に言っていただく形がい

いのかわからなかったもので、提案をさせ

てもらいました。
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座長     もしやるとすれば、ここではなく、各派代

表者会議ですかね。協議ではなく手続なの

で。

      本日御協議いただいた項目につきましては、

正副座長から議長に協議結果を報告するこ

とといたしますので、御承知おき願います。

      次回の開催日程及び協議事項については、

正副座長で協議して、改めて御案内したい

と思います。

      これをもって、本日の議会改革検討調査会

を閉会いたします。
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